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平成 29年度「世界一元気な沼津」の実現に向けたまちづくりリーフレット 

デザイン作成業務委託 公募仕様書 

 

 本仕様書は、沼津市（以下「市」という。）が「平成 29年度『世界一元気な沼津』の

実現に向けたまちづくりリーフレットデザイン作成業務委託」（以下「本業務」という。）

の受託者を公募するにあたり、必要とする基本的事項について定めるものである。 

 

１ 業務委託名 

 平成 29 年度「世界一元気な沼津」の実現に向けたまちづくりリーフレットデザイ

ン作成業務委託 

 

２ 業務目的・概要 

 市長は「所信表明」及び「平成 29 年度施政方針」において、本市のまちづくりの

基本的な考え方として掲げる「世界一元気な沼津」の実現に向けて、まちづくりの主

役である市民に対して積極的に情報公開することにより、市政に対する市民の理解を

いただきながら、市民がわくわくする元気なまちづくりを進めることを表明した。 

 これを踏まえ、市政の基本的な考え方や主要施策等について、様々な世代の市民が

理解を深め、本市のまちづくりに関心を持ってもらうとともに、元気なまちづくりへ

の市民参加を促す内容のリーフレットを広報ぬまづと同時配布するため、リーフレッ

トのデザイン作成を実施するものである。 

 

３ 業務内容 

（１）リーフレットのデザイン作成 

  ①基本的事項 

   市政に対する基本的な考え方や主要施策等について、「２ 業務目的・概要」を踏

まえ、３つのテーマごとにリーフレットを作成し、広報ぬまづと同時に全戸配布

を行う。 

   デザイン作成にあたり、全体を通じて、子育て世代や女性、高齢者など様々な世

代の市民が理解を深め、今後のまちづくりに関心を持ってもらえるよう分かりや

すく伝えるとともに、まちづくりへの参加を促すようなデザイン（レイアウト、

文字組、配列、配色等）を作成する。 

   また、３つのリーフレットに関連性を持たせるとともに、各世帯に配布後も市民

に活用してもらえるように工夫する。 

  ②テーマ及び内容 

   ア 第１回「鉄道高架事業の必要性」 

     本年６月１日に市ホームページに掲載した公表資料「鉄道高架事業の必要性

について」の内容を踏まえ、鉄道高架事業を中心とする沼津駅周辺総合整備

事業について、分かりやすく周知する。 

※「鉄道高架事業の必要性について」URL 
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     http://www.city.numazu.shizuoka.jp/shisei/profile/mayor/kouhyo.htm 

   イ 第２回「市政の基本的な考え方と主要施策」 

     市長が表明した「所信表明」及び「平成 29 年度施政方針」に掲げる３つの

指針及び６つの基本方針と、これらを踏まえて推進する主要施策のほか、本

年７月から８月に実施する「市民まちづくり会議」などで出される意見等に

ついて、分かりやすく周知する。 

※「所信表明」「平成 29年度施政方針」URL 

http://www.city.numazu.shizuoka.jp/shisei/profile/mayor/index.htm 

   ウ 第３回「将来のまちの姿」 

     上記の第１回及び第２回の内容を踏まえ、市民がわくわくするようなまちの

姿のイメージを描き、市民の元気なまちづくりへの参加を促す内容とする。 

  ③配布時期及び規格 

   ア 第１回 広報ぬまづ 平成 29年９月 15日号 Ａ３判２枚（Ａ４判×８面） 

   イ 第２回 広報ぬまづ 平成 29年 10月 15日号 Ａ３判１枚（Ａ４判×４面） 

   ウ 第３回 広報ぬまづ 平成 29年 11月 15日号 Ａ３判１枚（Ａ４判×４面） 

  ④契約締結後の注意事項 

   ア 詳細については、市と随時打合せを行うこと。 

   イ 第２回及び第３回のデザイン作成に必要な資料等については、内容が確定し

次第、市から提供する。 

   ウ その他、デザイン作成に必要となる資料等については、内容を確認したうえ

で、市から提供する。 

（２）作成データの印刷業者への提供 

   納入期限までに、磁気媒体により、データを印刷業者へ提供する。ただし、提供

する前に、文字・色等の校正は、市職員とともに行うこと。 

（３）市ホームページ等に掲載するためのデータの提供 

   作成したデータを市ホームページ等に掲載できるよう、ＰＤＦ形式等で市へ提供

すること。 

 

４ 印刷業者へのデータ納入期限（予定） 

（１）１回目 平成２９年 ８月２５日（金） 

（２）２回目 平成２９年 ９月２５日（月） 

（３）３回目 平成２９年１０月２５日（水） 

 

５ 履行期間 

  契約締結日から平成２９年１１月１５日まで 

 

６ 委託価格の限度額 

  ８６４，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

http://www.city.numazu.shizuoka.jp/shisei/profile/mayor/kouhyo.htm
http://www.city.numazu.shizuoka.jp/shisei/profile/mayor/index.htm
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７ 成果品等 

  本業務完了報告書１部及びデータ一式 

  （内容）業務実施記録（打合せ記録含む）、ＰＤＦデータ、編集可能な原版データ、

その他関係資料 

 

８ 再委託の制限等 

（１）受託者は、本業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならな

い。 

（２）受託者は、本業務の一部を第三者に委託することができる。この場合は、事前に

市に対して書面にて、再委託の内容、再委託先（商号又は名称）、再委託の概算

額、その他再委託先に対する管理方法等必要事項を報告しなければならない。 

 

９ その他 

（１）本業務は、沼津市業務委託契約約款に基づき、契約を履行する。 

（２）受託者は、本業務の目的や意図を十分に理解したうえで、誠意をもって業務を遂

行するものとする。 

（３）受託者は、業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、受託者は、本

業務の実施にあたり個人情報を取り扱う場合は、沼津市個人情報保護条例（平成 

12年条例第 38号）及び個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人情報を適

切に取り扱わなければならない。 

（４）本業務の成果品における著作権及び著作者人格権の取扱いは、沼津市業務委託契

約約款第６条のとおり取り扱うものとする。 

（５）本仕様書に記載のない事項又は本仕様書に疑義が生じた場合は、市及び受託者が

協議のうえ定めるものとする。 

 


